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中国残留邦人等への新たな支援策について（報告） 
 
１．趣 旨 
  永住帰国した中国残留邦人等に対して、老後の生活の安定のため老齢基礎 
年金の満額支給を実施することとし、満額の老齢基礎年金を受給してもなお 
生活の安定が十分に図れない者に対して、老齢基礎年金制度による対応を補 
完する生活支援を行う。 

 
2．対象者 

本邦に永住帰国した中国残留邦人（樺太残留邦人を含む）で次のいずれの要件

を満たす者（特定中国残留邦人という。） 
・明治４４年４月２日以後に生まれた者 
・昭和２１年１２月３１日以前に生まれた者                
・永住帰国した日から引き続き１年以上本邦に住所を有している者 
・昭和３６年４月１日以後に初めて永住帰国した者 

 
３．支援策の主な内容 
 （１）国民年金の特例（老齢基礎年金の満額支給） 
     実施主体 国 
（２） 支援給付金の実施（老齢基礎年金制度による対応を補完する生活支            

援） 
支援給付の種類 生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援

給付、その他政令で定める給付 
実施主体 中野区 
費用負担 （国３／４ 区１／４） 

（３） 支援・相談員の配置（派遣） 
業務内容  
ア 中国残留邦人等に対する支援給付事務を行う職員の補助業務を行う。 
イ 住宅支援給付等支給事務を行う職員の補助業務を行う。 
ウ 支援給付受給者の生活状況の把握及び地域生活支援プログラム事業

を実施するため、必要に応じて職員に同行又は単独により家庭訪問

を行い、家庭訪問を通じて中国残留邦人等の日常生活上抱えている



問題点を踏まえ、最も適した支援メニューを助言する。 
実施主体 東京都 

（４） 地域における生活支援 
事業内容 
ア 地域における中国残留邦人等支援ネットワーク構築支援 
イ 身近な地域での日本語教育支援 
ウ 自立支援を目的として通訳等の派遣費用補助 
エ 中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施 
オ 地域の中核を担う区市町村担当者への研修会実施 
実施主体 東京都 

 
 ４．実施時期 
   平成 20 年４月 
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